
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
指
定
難
病
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

訓

令

○
職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

三

○
福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

三

○
特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令

九

規

則

福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
及
び
福
島
県
指
定
難
病
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
二
十
六
号

福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
第
一
項
第
二
十
三
号
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第

四
十
二
号
⑶
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
⑷
中
「
第
三
条
第
三
項
」

を
「
第
三
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
⑸
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同

号
⑹
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第

(27)

(35)

(26)

三
条
第
三
項
、
第
四
条
第
二
項
又
は
第
十
二
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
四
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第

四
条
第
三
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
八
項
又
は
第
十
二
条
第
五
項
」

に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号
中

を

と
し
、
⒃
か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

(26)

(34)

(25)

(33)

(24)

(24)

(32)

同
号
⒂
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
⒂
を
同
号
(23)

と
し
、
同
号
⒁
中
「
第
十
二
条
第
四
項
」
を
「
第
十
二
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
⒁
を
同
号

と
し
、

(22)

同
号
⒀
中
「
第
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改

め
、
同
号
⒀
を
同
号

と
し
、
同
号
⑿
中
「
第
七
条
第
四
項
」
を
「
第
七
条
第
八
項
」
に
改
め
、
「
等
」

(21)

を
削
り
、
同
号
⑿
を
同
号
⒆
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⒇

第
七
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理

第
三
条
第
一
項
第
四
十
二
号
中
⑾
を
⒁
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⒂

第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
提
出
の
命
令

⒃

第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
後
の
計
画
の
受
理

⒄

第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
変
更
の
命
令

⒅

第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
短
縮
及
び
通
知

第
三
条
第
一
項
第
四
十
二
号
⑽
中
「
措
置
」
を
「
計
画
の
作
成
及
び
提
出
」
に
改
め
、
同
号
⑽
を
同

号
⒀
と
し
、
同
号
⑼
を
同
号
⑿
と
し
、
同
号
⑻
中
「
第
四
条
第
二
項
」
を
「
第
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、

同
号
⑻
を
同
号
⑾
と
し
、
同
号
⑺
を
同
号
⑼
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑽

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
結
果
の
受
理

第
三
条
第
一
項
第
四
十
二
号
⑹
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑺

第
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

⑻

第
三
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
等
の
命
令

第
三
条
第
一
項
第
四
十
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
六
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
情
報
の
収
集
等

(36)
第
十
五
条
第
一
項
第
六
号
⒀
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一

号
」
に
、
「
許
可
」
を
「
認
定
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、
⒁
か
ら

ま
で
を
⒂
か
ら

ま
で

(23)

(24)

(22)

(23)

と
し
、
⒀
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⒁

第
四
十
三
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
許
可

第
十
五
条
第
一
項
第
九
号
の
四
を
同
項
第
九
号
の
五
と
し
、
同
項
第
九
号
の
三
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

九
の
四

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四

十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と
。

⑴

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
立
入
り

⑵

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
物
の
伐
採
又
は
除
去
の
許
可
申
請

⑶

第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
物
の
伐
採
又
は
除
去
の
公
告
及
び
通
知

⑷

第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
物
の
伐
採
又
は
除
去
の
許
可
申
請
並
び
に
公
告
及
び
通

知
⑸

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
損
失
の
補
償

⑹

第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
損
失
の
補
償
の
協
議

⑺

第
十
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
意
見
書
の
徴
取

⑻

第
十
六
条
第
一
項
及
び
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
損
失
の
補
償

⑼

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
の
供
託

───────────────────────────────────────────────────────────
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⑽

第
十
九
条
第
四
項
で
準
用
す
る
第
十
六
条
第
一
項
及
び
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規

定
に
よ
る
損
失
の
補
償

⑾

第
十
九
条
第
四
項
で
準
用
す
る
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
の
供
託

⑿

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
の
設
置

⒀

第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
原
状
の
回
復
及
び
返
還

⒁

第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用
法
第
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

補
償
金
等
の
払
渡
し
、
替
地
の
譲
渡
及
び
引
渡
し
並
び
に
宅
地
の
造
成

⒂

第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用
法
第
九
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
補
償
金
等
の
供
託

⒃

第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用
法
第
九
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

見
積
金
額
の
払
渡
し
及
び
差
額
の
供
託

⒄

第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用
法
第
九
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

替
地
の
供
託

⒅

第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用
法
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

補
償
金
等
の
払
渡
し

⒆

第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用
法
第
九
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

見
積
金
額
の
通
知

⒇

第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用
法
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

補
償
金
の
払
渡
し
、
物
件
の
移
転
の
代
行
及
び
宅
地
の
造
成

第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用
法
第
九
十
七
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第

(21)
九
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
等
の
供
託

第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用
法
第
九
十
七
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第

(22)
九
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
見
積
金
額
の
払
渡
し
及
び
差
額
の
供
託

第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用
法
第
九
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

(23)
供
託
の
通
知

第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

(24)
る
請
求

第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
十
七
条
第
四
項
で
準
用
す
る
土
地
収
用
法
第
六
十
八
条
の
規

(25)
定
に
よ
る
損
失
の
補
償

第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
十
七
条
第
四
項
で
準
用
す
る
土
地
収
用
法
第
七
十
九
条
の
規

(26)
定
に
よ
る
物
件
の
収
用
の
請
求

第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
十
七
条
第
四
項
で
準
用
す
る
土
地
収
用
法
第
八
十
四
条
第
一

(27)
項
の
規
定
に
よ
る
要
求

第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
十
七
条
第
四
項
で
準
用
す
る
土
地
収
用
法
第
八
十
五
条
第
一

(28)
項
の
規
定
に
よ
る
要
求

第
三
十
七
条
第
四
項
で
準
用
す
る
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用
法
第

(29)
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
等
の
払
渡
し
、
替
地
の
譲
渡
及
び
引
渡
し
並
び
に
宅

地
の
造
成

第
三
十
七
条
第
四
項
で
準
用
す
る
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用
法
第

(30)

九
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
等
の
供
託

第
三
十
七
条
第
四
項
で
準
用
す
る
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用
法
第

(31)
九
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
見
積
金
額
の
払
渡
し
及
び
差
額
の
供
託

第
三
十
七
条
第
四
項
で
準
用
す
る
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用
法
第

(32)
九
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
替
地
の
供
託

第
三
十
七
条
第
四
項
で
準
用
す
る
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用
法
第

(33)
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
等
の
払
渡
し

第
三
十
七
条
第
四
項
で
準
用
す
る
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用
法
第

(34)
九
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
見
積
金
額
の
通
知

第
三
十
七
条
第
四
項
で
準
用
す
る
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用
法
第

(35)
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
の
払
渡
し
、
物
件
の
移
転
の
代
行
及
び
宅
地
の
造
成

第
三
十
七
条
第
四
項
で
準
用
す
る
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用
法
第

(36)
九
十
七
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
九
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
等
の

供
託第

三
十
七
条
第
四
項
で
準
用
す
る
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用
法
第

(37)
九
十
七
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
九
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
見
積
金
額
の
払
渡
し
及
び

差
額
の
供
託

第
三
十
七
条
第
四
項
で
準
用
す
る
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用
法
第

(38)
九
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
供
託
の
通
知

第
三
十
七
条
第
四
項
で
準
用
す
る
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用
法
第

(39)
百
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求

第
三
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
所
有
者
等
関
連
情
報
の
提
供
の
請
求

(40)
附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
五
条
第
一
項
第
九
号
の

四
を
第
九
号
の
五
と
し
、
第
九
号
の
三
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
は
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
行
政
経
営
課
）

福
島
県
規
則
第
二
十
七
号

福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
（
平
成
十
二
年
福
島
県
規
則
第
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

元
号
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
り
元
号
が
改
め
ら
れ
た
場
合
は
、
第

五
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に

規
定
す
る
番
号
を
、
元
号
が
改
め
ら
れ
た
日
か
ら
起
こ
し
、
一
連
番
号
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
二
商
工
労
働
部
の
項
中
「
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
会
津
若
松
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
（
ハ
イ

テ
ク
若
）
」
を
「
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
会
津
若
松
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
（
ハ
イ
テ
ク
若
）

福
島

県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
南
相
馬
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
（
ハ
イ
テ
ク
相
）
」
に
改
め
る
。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
改
正
規
定
は
、

同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
規
則
第
二
十
八
号

福
島
県
指
定
難
病
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
指
定
難
病
審
査
会
規
則
（
平
成
二
十
六
年
福
島
県
規
則
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
保
健
福
祉
部
健
康
衛
生
総
室
健
康
増
進
課
」
を
「
保
健
福
祉
部
生
活
福
祉
総
室
障
が
い

福
祉
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
健
康
増
進
課
）

訓

令

福
島
県
訓
令
第
三
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
福
島
県
訓
令
第
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
Ｊ
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
再
整
備
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中
「
再
整
備
」
を
「
利
活
用

の
促
進
」
に
改
め
、
同
表
医
療
機
器
関
連
分
野
産
業
の
振
興
及
び
集
積
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職

員
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
仮
称
）
福
島
県
ハ

南
相
馬
市
原
町
区
萱
浜
字
新
赤

（
仮
称
）
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ

イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
南
相

沼
八
十
三
番
（
福
島
ロ
ボ
ッ
ト

ザ
南
相
馬
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
の
開

馬
技
術
支
援
セ
ン

テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
）

所
準
備
に
関
す
る
こ
と
。

タ
ー
の
開
所
準
備
に

関
す
る
業
務
に
従
事

す
る
職
員

別
表
第
六
九
回
全
国
植
樹
祭
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
及
び
ふ
た
ば
未
来
学
園
整
備
工

事
の
監
理
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）

福
島
県
訓
令
第
四
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
５
の
表
生
活
福
祉
総
室
の
部
社
会
福
祉
課
の
項
７
の
⑴
中
「第

４
条
第
２
項

」
を
「第

５
条
第
２
項

」
に
、
「生

活
困
窮
者
自
立
支
援
事
業

」
を
「生

活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
事
業

」
に
改

め
、
同
項
７
の
⑵
中
「第

５
条
第
１
項

」
を
「第

６
条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
項
７
の
⑶
中
「第

10条
第
２
項

」
を
「第

16条
第
２
項

」
に
改
め
、
同
項
７
の
⑷
中
「第

10条
第
３
項

」
を
「第

16条
第
３
項

」

に
改
め
、
同
項
７
の
⑸
中
「第

12条
第
１
項

」
を
「第

18条第
１
項

」
に
改
め
、
同
部
福
祉
監
査
課
の

項
中
「第

43条
第
１
項

」
を
「第

45条
の
36第

２
項

」
に
改
め
、
同
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
健
康
増
進

課
の
項
中
「健

康
増
進
課

」
を
「健

康
づ
く
り
推
進
課

」
に
改
め
、
１
を
削
り
、
２
を
１
と
し
、
３
を

２
と
し
、
４
を
削
り
、
５
を
３
と
し
、
同
部
地
域
医
療
課
の
項
中
３
を
４
と
し
、
２
を
３
と
し
、
１
を

２
と
し
、
同
項
に
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
予
防
接
種
法

（昭
和
23年
法
律
第
68号

）

の
施
行
に
関
す
る
次

に
掲
げ
る
こ
と
。

第
６
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
る
臨
時
の

予
防
接
種

○

別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
地
域
医
療
課
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５
感
染
症
の
予
防
及

び
感
染
症
の
患
者
に

対
す
る
医
療
に
関
す

る
法
律

（平
成
10年

法
律
第
114号

）の
施
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行
に
関
す
る
次
に
掲

げ
る
こ
と
。

⑴
第
17条

第
１
項

保
健

の
規
定
に
よ
る
勧

所
長

告
○

⑵
第
17条

第
２
項

の
規
定
に
よ
る
健

康
診
断
の
措
置

○
⑶

第
17条

第
３
項

の
規
定
に
よ
る
書

面
に
よ
る
通
知

○
⑷

第
17条

第
４
項

の
規
定
に
よ
る
書

面
の
交
付

○
⑸

第
18条

第
１
項

の
規
定
に
よ
る
通

知
○

⑹
第
18条

第
３
項

の
規
定
に
よ
る
確

認
請
求
の
受
理

○
⑺

第
18条

第
４
項

の
規
定
に
よ
る
確

認
○

⑻
第
19条

第
１
項

の
規
定
に
よ
る
勧

告
○

⑼
第
19条

第
３
項

の
規
定
に
よ
る
入

院
の
措
置

○
⑽

第
19条

第
５
項

の
規
定
に
よ
る
緊

急
時
等
の
入
院
の

措
置

○
⑾

第
20条

第
１
項

の
規
定
に
よ
る
勧

告
○

⑿
第
20条

第
２
項

の
規
定
に
よ
る
入

院
の
措
置

○

⒀
第
20条

第
３
項

の
規
定
に
よ
る
緊

急
時
等
の
入
院
の

措
置

○
⒁

第
20条

第
４
項

の
規
定
に
よ
る
入

院
期
間
の
延
長
の

措
置

○
⒂

第
20条

第
６
項

の
規
定
に
よ
る
意

見
陳
述
の
機
会
の

付
与
及
び
通
知

○
⒃

第
21条

の
規
定

に
よ
る
患
者
の
移

送
○

⒄
第
22条

第
１
項

の
規
定
に
よ
る
退

院
の
措
置

○
⒅

第
22条

第
２
項

の
規
定
に
よ
る
通

知
の
受
理

○
⒆

第
22条

第
３
項

の
規
定
に
よ
る
退

院
請
求
の
受
理

○
⒇

第
22条

第
４
項

の
規
定
に
よ
る
確

認
○

(21)
第
25条

第
４
項

の
規
定
に
よ
る
厚

生
労
働
大
臣
へ
の

移
送
及
び
審
査
請

求
人
へ
の
通
知

○
(22)

第
27条

第
１
項

の
規
定
に
よ
る
命

令
○

(23)
第
27条

第
２
項

の
規
定
に
よ
る
指

示
○

(24)
第
28条

第
１
項
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の
規
定
に
よ
る
命

令
○

(25)
第
28条

第
２
項

の
規
定
に
よ
る
指

示
○

(26)
第
29条

第
１
項

の
規
定
に
よ
る
物

件
に
係
る
措
置
の

命
令

○
(27)

第
29条

第
２
項

の
規
定
に
よ
る
市

町
村
へ
の
指
示
及

び
物
件
に
係
る
措

置
○

(28)
第
30条

第
１
項

の
規
定
に
よ
る
死

体
の
移
動
の
制
限

及
び
禁
止

○
(29)

第
30条

第
２
項

た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
る
埋
葬
の
許

可
○

(30)
第
31条

第
１
項

の
規
定
に
よ
る
生

活
用
水
の
使
用
等

の
制
限
及
び
禁
止

○
(31)

第
31条

第
２
項

の
規
定
に
よ
る
生

活
用
水
の
供
給
の

指
示

○
(32)

第
32条

第
１
項

の
規
定
に
よ
る
建

物
へ
の
立
入
り
の

制
限
及
び
禁
止

○
(33)

第
32条

第
２
項

の
規
定
に
よ
る
建

物
の
封
鎖
そ
の
他

の
措
置

○
(34)

第
33条

の
規
定

に
よ
る
交
通
の
制

限
及
び
遮
断

○
(35)

第
35条

第
１
項

の
規
定
に
よ
る
質

問
及
び
調
査

○
(36)

第
36条

第
１
項

の
規
定
に
よ
る
書

面
に
よ
る
通
知

○
(37)

第
36条

第
２
項

の
規
定
に
よ
る
書

面
の
交
付

○
(38)

第
36条

第
３
項

の
規
定
に
よ
る
掲

示
○

(39)
第
37条

第
１
項

の
規
定
に
よ
る
費

用
の
負
担

○
(40)

第
37条

第
２
項

の
規
定
に
よ
る
費

用
負
担
の
認
定

○
(41)

第
37条

の
２
第

１
項
の
規
定
に
よ

る
費
用
の
負
担

○
(42)

第
42条

第
１
項

の
規
定
に
よ
る
療

養
費
の
支
給

○
(43)

第
45条

第
１
項

の
規
定
に
よ
る
勧

告
○

(44)
第
45条

第
２
項

の
規
定
に
よ
る
健

康
診
断
の
措
置

○
(45)

第
45条

第
３
項

で
準
用
す
る
第

17

条
第
３
項
の
規
定

に
よ
る
書
面
に
よ

る
通
知

○
(46)

第
45条

第
３
項

で
準
用
す
る
第

17
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条
第
４
項
の
規
定

に
よ
る
書
面
の
交

付
○

(47)
第
46条

第
１
項

の
規
定
に
よ
る
勧

告
○

(48)
第
46条

第
２
項

の
規
定
に
よ
る
入

院
の
措
置

○
(49)

第
46条

第
３
項

の
規
定
に
よ
る
緊

急
時
等
の
入
院
の

措
置

○
(50)

第
46条

第
４
項

の
規
定
に
よ
る
入

院
期
間
の
延
長
の

措
置

○
(51)

第
46条

第
５
項

の
規
定
に
よ
る
意

見
陳
述
の
機
会
の

付
与
及
び
通
知

○
(52)

第
47条

の
規
定

に
よ
る
新
感
染
症

の
所
見
の
あ
る
者

の
移
送

○
(53)

第
48条

第
１
項

の
規
定
に
よ
る
退

院
の
措
置

○
(54)

第
48条

第
２
項

の
規
定
に
よ
る
意

見
の
聴
取

○
(55)

第
48条

第
３
項

の
規
定
に
よ
る
退

院
請
求
の
受
理

○
(56)

第
48条

第
４
項

の
規
定
に
よ
る
確

認
○

(57)
第
49条

で
準
用

す
る
第
17条

第
３

項
の
規
定
に
よ
る

書
面
に
よ
る
通
知

○
(58)

第
49条

で
準
用

す
る
第
17条

第
４

項
の
規
定
に
よ
る

書
面
の
交
付

○
(59)

第
50条

第
１
項

の
規
定
に
よ
り
実

施
す
る
第
27条

第
１
項
の
規
定
に
よ

る
命
令

○
(60)

第
50条

第
１
項

の
規
定
に
よ
り
実

施
す
る
第
27条

第
２
項
の
規
定
に
よ

る
指
示

○
(61)

第
50条

第
１
項

の
規
定
に
よ
り
実

施
す
る
第
28条

第
１
項
の
規
定
に
よ

る
命
令

○
(62)

第
50条

第
１
項

の
規
定
に
よ
り
実

施
す
る
第
28条

第
２
項
の
規
定
に
よ

る
指
示

○
(63)

第
50条

第
１
項

の
規
定
に
よ
り
実

施
す
る
第
29条

第
１
項
の
規
定
に
よ

る
物
件
に
係
る
措

置
の
命
令

○
(64)

第
50条

第
１
項

の
規
定
に
よ
り
実

施
す
る
第
29条

第
２
項
の
規
定
に
よ

る
市
町
村
へ
の
指

示
及
び
物
件
に
係

る
措
置

○
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(65)

第
50条

第
１
項

の
規
定
に
よ
り
実

施
す
る
第
30条

第
１
項
の
規
定
に
よ

る
死
体
の
移
動
の

制
限
及
び
禁
止

○
(66)

第
50条

第
１
項

の
規
定
に
よ
り
実

施
す
る
第
30条

第
２
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
る
埋
葬

の
許
可

○
(67)

第
50条

第
１
項

の
規
定
に
よ
り
実

施
す
る
第
31条

第
１
項
の
規
定
に
よ

る
生
活
用
水
の
使

用
等
の
制
限
及
び

禁
止

○
(68)

第
50条

第
１
項

の
規
定
に
よ
り
実

施
す
る
第
31条

第
２
項
の
規
定
に
よ

る
生
活
用
水
の
供

給
の
指
示

○
(69)

第
50条

第
１
項

の
規
定
に
よ
り
実

施
す
る
第
32条

第
１
項
の
規
定
に
よ

る
建
物
へ
の
立
入

り
の
制
限
及
び
禁

止
○

(70)
第
50条

第
１
項

の
規
定
に
よ
り
実

施
す
る
第
32条

第
２
項
の
規
定
に
よ

る
建
物
の
封
鎖
そ

の
他
の
措
置

○
(71)

第
50条

第
１
項

の
規
定
に
よ
り
実

施
す
る
第
33条

の
規
定
に
よ
る
交
通

の
制
限
及
び
遮
断

○
(72)

第
50条

第
１
項

の
規
定
に
よ
り
実

施
す
る
第
35条

第
１
項
の
規
定
に
よ

る
質
問
及
び
調
査

○
(73)

第
50条

第
３
項

で
準
用
す
る
第

36

条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
書
面
に
よ

る
通
知

○
(74)

第
50条

第
３
項

で
準
用
す
る
第
36

条
第
２
項
の
規
定

に
よ
る
書
面
の
交

付
○

(75)
第
50条

第
４
項

で
準
用
す
る
第
36

条
第
３
項
の
規
定

に
よ
る
掲
示

○
(76)

第
53条

の
10の

規
定
に
よ
る
通
知

○

別
表
第
二
の
５
の
表
備
考
２
中
「健

康
増
進
課
の
項
５

」
を
「健

康
づ
く
り
推
進
課
の
項
３

」
に
改

め
る
。

別
表
第
二
の
８
の
表
土
木
総
室
の
部
土
木
総
務
課
用
地
室
の
項
中

を

と
し
、
５
か
ら

ま
で
を

16

17

15

６
か
ら

ま
で
と
し
、
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

16

５
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑

化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（平
成

30年法
律
第

49号

）の
施
行
に
関
す

る
次
に
掲
げ
る
こ
と
。

⑴
第
６
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

る
立
入
り
の
許
可

○
⑵

第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

伐
採
等
の
許
可

○
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⑶

第
７
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る

伐
採
等
の
許
可

○
⑷

第

11条第
１
項
の
規
定
に
よ
る

確
認

○
⑸

第

11条第
２
項
の
規
定
に
よ
る

意
見
の
聴
取

○
⑹

第
11条第

３
項
の
規
定
に
よ
る

意
見
の
徴
取

○
⑺

第

11条第
４
項
の
規
定
に
よ
る

公
告
及
び
縦
覧

○
⑻

第

11条第
５
項
の
規
定
に
よ
る

通
知

○
⑼

第

12条第
１
項
及
び
第
２
項
の

規
定
に
よ
る
裁
定
申
請
の
却
下

○
⑽

第

12条第
３
項
の
規
定
に
よ
る

通
知

○
⑾

第

13条第
１
項
の
規
定
に
よ
る

裁
定

○
⑿

第

13条第
４
項
の
規
定
に
よ
る

意
見
の
聴
取

○
⒀

第

14条の
規
定
に
よ
る
裁
定
の

通
知
及
び
公
告

○
⒁

第

19条第
２
項
で
準
用
す
る
第

11条第
２
項
の
規
定
に
よ
る
意
見

の
聴
取

○
⒂

第

19条第
２
項
で
準
用
す
る
第

11条第
３
項
の
規
定
に
よ
る
意
見

の
徴
取

○
⒃

第

19条第
２
項
で
準
用
す
る
第

11条第
４
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

及
び
縦
覧

○
⒄

第

19条第
２
項
で
準
用
す
る
第

11条第
５
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

○
⒅

第

19条第
２
項
で
準
用
す
る
第

12条第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定

に
よ
る
裁
定
申
請
の
却
下

○
⒆

第

19条第
２
項
で
準
用
す
る
第

12条第
３
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

○
⒇

第

19条第
３
項
の
規
定
に
よ
る

裁
定

○

(2
1)

第

19条第
４
項
で
準
用
す
る
第

13条第
４
項
の
規
定
に
よ
る
意
見

の
聴
取

○

(2
2)

第

19条第
４
項
で
準
用
す
る
第

14条の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
通
知

及
び
公
告

○

(2
3)

第

22条第
１
項
の
規
定
に
よ
る

権
利
の
譲
渡
の
承
認

○

(24
)

第

22条第
２
項
の
規
定
に
よ
る

公
告

○

(25
)

第

23条第
１
項
の
規
定
に
よ
る

裁
定
の
取
消
し

○

(26
)

第

23条第
２
項
の
規
定
に
よ
る

裁
定
取
消
の
公
告

○

(2
7)

第

25条第
１
項
の
規
定
に
よ
る

原
状
回
復
命
令

○

(2
8)

第

25条第
２
項
の
規
定
に
よ
る

原
状
回
復
の
公
告

○

(29
)

第

26条第
１
項
の
規
定
に
よ
る

報
告
要
求

立
入
り

検
査
及
び

、
、

質
問

○

(30)

第

28条第
１
項
の
規
定
に
よ
る

公
告
及
び
縦
覧

○

(3
1)

第

28条第
２
項
の
規
定
に
よ
る

通
知

○

(32
)

第

29条第
１
項
の
規
定
に
よ
る

裁
定
申
請
の
却
下

○

(33)

第

29条第
２
項
の
規
定
に
よ
る

裁
定
申
請
の
却
下

○

(34
)

第

29条第
３
項
の
規
定
に
よ
る

通
知

○

(35
)

第

30条第
１
項
の
規
定
に
よ
る

裁
定
手
続
の
開
始
決
定
及
び
公
告

並
び
に
開
始
登
記
の
嘱
託

○
(36)

第
32条第

１
項
の
規
定
に
よ
る

裁
定

○

(37)

第

32条第
４
項
の
規
定
に
よ
る

意
見
の
聴
取

○
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(3
8)

第

33条の
規
定
に
よ
る
通
知
及

び
公
告

○

(3
9)

第

37条第
２
項
で
準
用
す
る
第

28条第
１
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

及
び
縦
覧

○
(4
0)

第
37条第

２
項
で
準
用
す
る
第

28条第
２
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

○

(4
1)

第

37条第
２
項
で
準
用
す
る
第

29条第
１
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定

申
請
の
却
下

○

(42
)

第

37条第
２
項
で
準
用
す
る
第

29条第
２
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定

申
請
の
却
下

○

(4
3)

第

37条第
２
項
で
準
用
す
る
第

29条第
３
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

○

(44
)

第

37条第
２
項
で
準
用
す
る
第

30条第
１
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定

手
続
の
開
始
決
定
及
び
公
告
並
び

に
開
始
登
記
の
嘱
託

○

(45
)

第

37条第
３
項
の
規
定
に
よ
る

裁
定

○

(46)

第

37条第
４
項
で
準
用
す
る
第

32条第
４
項
の
規
定
に
よ
る
意
見

の
聴
取

○

(4
7)

第

37条第
４
項
で
準
用
す
る
第

33条の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
公

告
○

別
表
第
二
の
８
の
表
建
築
総
室
の
部
建
築
指
導
課
の
項
１
の
⑶
中
「第

43条第
１
項
た
だ
し
書

」
を

「第

43条第
２
項
第
１
号

」
に
、
「許

可

」
を
「認

定

」
に
改
め
、
同
項
中
１
の
⑺
を
１
の
⑻
と
し
、

１
の
⑷
か
ら
１
の
⑹
ま
で
を
１
の
⑸
か
ら
１
の
⑺
ま
で
と
し
、
１
の
⑶
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑷
第

43条第
２
項
第
２
号
の
規
定

に
よ
る
許
可

○

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
８
の
表
の
改
正

規
定
は
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）

福
島
県
訓
令
第
五
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
年
福
島
県
訓
令
第
二
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
「
健
康
増
進
課
」
を
「
健
康
づ
く
り
推
進
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人

事

課
）


